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第１章 総則  

第２節 行田市の概況 

第１ 市の概況 

 ４ 気候 

   令和５年における年平均気温は１７．２℃、年間降水量は１,０２８.５ｍｍ、平均湿度は６５％であっ 

た。 

 

 ６ 人口 

   市の総人口は、平成１２年（２０００年）をピークに減少が続いており、令和５年（２０２３年）１月 

１日現在で７８，７４１人となっている。 

 ここ１０年間における年齢構成の推移を見ると、平成２５年は年少人口（０～１４歳）が１２．０％、 

高齢者人口（６５歳以上）が２３．７％だったものが、令和５年には年少人口が９．９％に減少する一 

方、高齢人口は３２．６％と大幅に増加しており、少子・高齢化が進行している。 

 生産年齢人口（１５～６４歳）についても、総人口の減少とともに、６３．７％から５７．６％へ減少 

している。 

   また、市内に住所を有する外国人の数は、令和５年１月１日現在で１，８６６人となっており、これは 

市の総人口のおよそ２．４％にあたる。 

 

第２章 防災体制 

第１節 防災関係機関等の役割 

第３ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の役割 

 ３ 指定公共機関の役割 

機関名 業務又は業務の大綱 

（略） 

東京ガス株式会社 

東京ガスネットワーク株式会社 

(1)ガス供給施設の建設及び安全保安に関すること 

(2)ガスの供給の確保に関すること 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則  

第２節 行田市の概況 

第１ 市の概況 

 ４ 気候 

   令和３年における年平均気温は１６．０℃、年間降水量は１１７７.０ｍｍ、平均湿度は６７％であっ 

た。 

 

６ 人口 

  市の総人口は、平成１２年（２０００年）をピークに減少が続いており、令和４年（２０２２年）１月 

１日現在で７９，３２４人となっている。 

ここ１０年間における年齢構成の推移を見ると、平成２２年は年少人口（０～１４歳）が１２．５％、 

高齢者人口（６５歳以上）が２２．４％だったものが、令和３年には年少人口が１０．４％に減少する一 

方、高齢人口は３１．６％と大幅に増加しており、少子・高齢化が進行している。 

生産年齢人口（１５～６４歳）についても、総人口の減少とともに、６５．１％から５８．０％へ減少 

している。 

  また、市内に住所を有する外国人の数は、令和４年１月１日現在で１，７２３人となっており、これは 

市の総人口のおよそ２．２％にあたる。 

 

第２章 防災体制 

第１節 防災関係機関等の役割 

第３ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の役割 

 ３ 指定公共機関の役割 

機関名 業務又は業務の大綱 

（略） 

東京ガスネットワーク株式会社 

埼玉支社 

(1)ガス供給施設の建設及び安全保安に関すること 

(2)ガスの供給の確保に関すること 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１編 総則】 
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第２節 防災体制 

【災害対策本部の本部員及び組織】 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

第２節 防災体制 

【災害対策本部の本部員及び組織】 

(略) 

 

（略） 

 

(略) 
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【災害対策本部の所掌事務】 

（略） 

都市整備部 都市施設対策班 

(都市計画課) 

(企業誘致課) 

・災害復興都市計画に関すること。 

・公園施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。 

・公園施設等の安全点検及び避難場所の設営に関すること。 

・区画整理事業地内の被害調査及び復旧に関すること。 

住宅応急対策班 

(建築開発課) 

・応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。 

・被災住宅の応急修理に関すること。 

下水道処理班 

(下水道課) 

(上下水道経営課) 

・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること。 

・市下水道排水設備指定工事店との連絡調整に関すること。 

・防疫班との連携による仮設トイレの設置に関すること。 

給水班 

（水道課） 

（上下水道経営課） 

・被災者に対する飲料水の確保、輸送、給水計画の立案に関するこ

と。 

・被災者に対する応急飲料水の輸送、給水に関すること。 

 

 

 

(略) 

学校教育部 学校対策班 

（教育総務課） 

（教育指導課） 

・児童・生徒の避難等安全措置に関すること。 

・学校施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・応急教育施設の場所及び教職員の確保に関すること。 

・教科書、教材の確保、配布に関すること。 

・教育関係機関との連絡、情報の収集に関すること。 

・幼稚園児の安全対策についての支援に関すること。 

・その他災害時の教育指導、安全対策に関すること。 

生涯学習部 教育施設班 

（生涯学習スポーツ課） 

（文化財保護課） 

・教育関係施設及び文化財等の被害状況調査、復旧に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

(略) 

 

イ 設置場所 

災害対策本部は、市庁舎 305会議室に設置する。ただし、市庁舎が被災し使用できない場合、又は使用で

きなくなるおそれがある場合は、想定される被害等を勘案して市消防本部に設置する。 

なお、その際には速やかにその旨を防災関係機関に連絡する。 

 

【災害対策本部の所掌事務】 

（略） 

都市整備部 都市施設対策班 

(都市計画課) 

・災害復興都市計画に関すること。 

・公園施設等の被害調査及び災害復旧に関すること。 

・公園施設等の安全点検及び避難場所の設営に関すること。 

・区画整理事業地内の被害調査及び復旧に関すること。 

住宅応急対策班 

(建築開発課) 

・応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。 

・被災住宅の応急修理に関すること。 

下水道処理班 

(下水道課) 

(上下水道経営課) 

・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること。 

・市下水道排水設備指定工事店との連絡調整に関すること。 

・防疫班との連携による仮設トイレの設置に関すること。 

給水班 

（水道課） 

（上下水道経営課） 

・被災者に対する飲料水の確保、輸送、給水計画の立案に関するこ

と。 

・被災者に対する応急飲料水の輸送、給水に関すること。 

 

 

 

(略) 

教育部 学校対策班 

（教育総務課） 

（教育指導課） 

・児童・生徒の避難等安全措置に関すること。 

・学校施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

・応急教育施設の場所及び教職員の確保に関すること。 

・教科書、教材の確保、配布に関すること。 

・教育関係機関との連絡、情報の収集に関すること。 

・幼稚園児の安全対策についての支援に関すること。 

・その他災害時の教育指導、安全対策に関すること。 

教育施設班 

（生涯学習スポーツ課） 

（文化財保護課） 

・教育関係施設及び文化財等の被害状況調査、復旧に関すること。 

・避難所開設の協力に関すること。 

(略) 

 

イ 設置場所 

災害対策本部は、市庁舎 203会議室に設置する。ただし、市庁舎が被災し使用できない場合は、被害状況

等を勘案して市庁舎敷地内あるいは市消防本部に設置する。 

なお、その際には速やかにその旨を防災関係機関に連絡する。 


